
    

2026 

RC 報告書 

RC への取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日触物流グループ 
日触物流株式会社 
大光サービス株式会社 
大光陸運株式会社 

日触物流グループ 
日触物流株式会社 
株式会社日触物流サービス姫路 
株式会社日触物流サービス川崎 
大光陸運株式会社 



2026/5/26 

2/17 

CONTENTS 
 

1．日触物流グループのＲＣ推進活動 
 

2．日触物流グループの事業概要 
2.1 日触物流グループ会社 
2.2 事業概要 

 
3．日触物流グループの企業理念・経営方針 

3.1 企業理念/安全理念/経営方針 
3.2 コンプライアンスに関する基本方針 

 
4．RC 推進活動報告 

4.1 RC 基本方針/ RC 推進体制/RC 推進活動実績及び計画 
4.2 法令順守への取り組み 
4.3 マネジメントシステム 

導入しているマネジメントシステムの状況 
• 環境 （環境マネジメントシステム；ISO-14001 準拠、グリーン経営) 
• 労働安全衛生・輸送安全 （労働安全衛生マネジメントシステム；ISO-45001 準拠、 

運輸安全マネジメント、安全性優良事業所) 
• 品質 （品質マネジメントシステム；ISO-9001 準拠) 
• マネジメントシステムの統合 
マネジメントレビュー、部門レビュー及び内部監査 

4.4 RC 査察 
4.5 外部コミュニケーション 

主要荷主：㈱日本触媒との連携 
その他の取り組み 

 
5．環境活動報告 

5.1 環境目的・目標の成果 
目的･目標/CO2排出量原単位削減/モーダルシフト化/環境災害事故･トラブル 

5.2 地球温暖化防止への取り組み 
環境に配慮した輸送 
• モーダルシフトの推進/エコドライブの推進/輸送効率化/エコタイヤ導入 
• デジタコ・GPS・ドライブレコーダーを活用した安全管理 
• 低公害車導入/NOx･PM 法、条例への対応 

5.3 資源循環の促進 
 

6．安全活動報告 
6.1 物流安全目的･目標と成果 

目的･目標/労働安全衛生・保安防災・化学品安全活動の実績 
6.2 物流安全への取り組み 

• 労働安全衛生 
• 保安防災（輸送安全） 
• 化学品安全 

 
7．品質活動報告 

7.1 品質目標と成果 
２０２５年度の品質活動の実績 

7.2 物流品質向上への取り組み 
初期管理/委託管理/設備管理/リスク管理 

 
8．働きやすい職場、豊かな地域社会の創造 

8.1 ダイバーシティー 
8.2 ユースエール認定 
8.3 地域社会への貢献 

 
 



2026/5/26 

3/17 

1．日触物流グループのＲＣ推進活動 
 

日触物流グループは、2025年4月1日から中期RC推進活動計画（2025～2027）をスタートさせ、環

境保全、労働安全衛生、保安防災、化学品安全、物流品質、社会とのコミュニケーションの6項目に目標

を設定し下記の活動を進めます。 

・環境災害・事故の未然防止           ・省エネ・省資源の推進 
・労働災害の未然防止               ・車両・設備災害の未然防止 
・化学品輸送／取扱上の問題の未然防止   ・クレーム苦情の未然防止 
・ステークホルダーへの適正な情報公開 

 

2．日触物流グループの事業概要 
 

日触物流グループ会社 
 

日触物流 株式会社 

創業  1953 年 3 月 20 日 

代表者  代表取締役社長 𠮷本 進一郎 

営業種目        

1．貨物利用運送事業（道路・海運・航空・鉄道） 
2．倉庫業、倉庫管理業務 
3．通関業 
4．各種装置の運転・保全・管理、入出荷、梱包・充填業務 
5．内航運送代理店業務 

 

株式会社 日触物流サービス姫路 
創業  2020 年 4 月 1 日  
代表者  代表取締役社長 中原 整 
営業種目 

1．化学工場内の各種機械装置の運転、保全、管理運営等の製造支援業務 
2．化学工場内の入出庫業務、梱包業務並びに配送業務の請負 
3．倉庫業務 
4．内航運送代理店業務 
5．前各号に付帯する一切の業務 

 

株式会社 日触物流サービス川崎 
創業  2003 年 6 月 2 日  
代表者  代表取締役社長 流 浩一郎 
営業種目 

1．化学工場内の各種機械装置の運転、保全、管理運営等の製造支援業務 
2．化学工場内の入出庫業務、梱包業務並びに配送業務の請負 
3．倉庫業務 
4．内航運送代理店業務 
5．前各号に付帯する一切の業務 

 

大光陸運 株式会社 

創業  1964 年 5 月 26 日  
代表者  代表取締役社長 鍋嶋 敏之 
営業種目 

1．貨物運送事業 
2．利用運送事業 
3．産業廃棄物の収集・運搬 
4．前各号に付帯する一切の業務 
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事業概要  
 
【日触物流株式会社】 

株式会社日本触媒および日本触媒グループ各社の物流サービスの企画、国内外運送の手配・
管理、構内作業の手配・管理など 

【株式会社日触物流サービス姫路、株式会社日触物流サービス川崎】 
日本触媒製造所構内での容器への充填、倉庫の入出庫等の構内作業サービスなど 

【大光陸運株式会社】 
タンクローリー、ＩＳＯタンクコンテナ車による化学品の実運送など 

 
 

3．日触物流グループの企業理念・経営方針 
 
   日触物流グループでは、以下の企業理念、安全理念、経営方針の下、企業活動を行っています。 
 

企業理念 

「私たちは、お客様を第一に、常に安全・確実・迅速な物流サービスを提供し、 

豊かで快適な社会の実現に貢献します。」 

安全理念 

「安全がすべての活動に優先する。」 

 

経営方針 

＜お客様の満足と信頼の獲得＞ 

常にお客様の視点に立った物流サービスを提供し、顧客満足と信頼を獲得する総合物流会社

を目指します。 

 

＜環境にやさしく、資源の有効活用の創造＞ 

地球環境保全に努めることは私たち人類が果たすべき重要課題と捉え、全社員一人ひとりが

日々の仕事の中で、環境を大切に心と行動で環境保全に努めます。 

 

＜安全で快適な職場環境の確保＞ 

社員一人ひとりがルールを厳守し、安全確保の｢見直し｣と｢さらなる向上｣を目標に、活力あ

ふれる快適な職場環境の構築を図ります。 

 

＜グループ会社一体となった組織力の強化＞ 

日触物流グループが一体となった組織力の強化を図り、よりよい事業活動を拡大します。 

 

＜人材の活性化とゆとりある生活の実現＞ 

創造力や独自性をフルに活用できる人材育成を目指し、社員一人ひとりが誇りと希望に満ち

たゆとりある生活の実現に努めます。 
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3.2 コンプライアンスに関する基本方針 

 

  2018 年 6 月 4 日 

コンプライアンスに関する基本方針 

 

Ⅰ．基本方針 

私たちは、（社）日本経済団体連合会が策定した「企業行動憲章」に賛同し、その実践を推進する。そ

のための企業行動指針を「コンプライアンス（法令と企業倫理の順守）の実践」と定める。 

 

Ⅱ．コンプライアンスの定義 

    コンプライアンスとは、「法令と企業倫理の順守」をいい、次の観点より実践する。 

    ＜法令順守＞  その行為は法令（国際ルール、各国法令も含む）に違反していないか。 

    ＜企業倫理＞  その行動は企業理念や経営方針に違反していないか。 

                  その行為は社会（社会道徳、社会常識）に通用するか。 

                  その行為はユーザーがどう思うか。 

 

Ⅲ．経営の行動規範 

    企業行動指針「コンプライアンスの実践」を推進する前提として、経営の行動規範を次のとおり定め

る。 

１． 安全・品質に十分配慮した物流サービスを顧客に提供する。 

２． 法令を順守することは勿論、常に社会的良識にそった行動に努める。 

３． 企業情報を積極的かつ公正に開示する。 

４． 安全で働きやすい快適な職場環境を確保する。 

５． 地球環境保全のため環境保全に努める。 

６． 経営トップは、従業員へ企業理念や行動規範の周知徹底と社内体制の整備を行う。 

    ７．本規範に反するような事態が発生したときは、経営トップ自らが問題解決にあたる。 

 

日触物流グループ 

 



2026/5/26 

6/17 

4．RC 推進活動報告 

 

4.1 RC 基本方針/RC 推進体制/RC 推進活動計画及び実績 

 

• RC 基本方針 

 

日触物流グループは、企業理念、経営方針の実践のために、環境に優しく、安全・確実な、質

の高い化学品などの物流サービスを提供し、レスポンシブル･ケア活動(以下、RC 活動とい

う)を通じて社会に貢献することを重要な経営施策と位置づけるとともに、RC 活動に関し、

下記のことを最優先事項として取組みます。 

1. 環境負荷低減を目指し、事業活動における温暖化ガス排出削減、省エネルギー・省資源に

努めます 

2. 労働災害の防止を目指し、快適な職場環境形成や従業員などの安全確保に努めます 

3. 無事故・無災害を目指し、車両･設備の保全や社会のリスク低減に努めます 

4. 化学物質の輸送・取扱いの安全性確保と適切な管理で、環境汚染の予防及び従業員や関

係する人々の健康に配慮します 

5. 顧客が満足し信頼する質の高い物流サービスを、安定的に提供します 

6. 以上の活動の成果を社会に公表し、正しい理解が得られるようコミュニケーションに努め

ます 

 

RC 基本方針を達成する為、以下の項目を実践します 

■ マネジメントシステム、目的・目標の定期的なレビューと継続的改善 

■ 関係する法規制、同意するその他要求事項の順守 

RC 基本方針を、当社グループ及び全ての従業員は、正しく理解し、その重要性を自覚して、

全ての事業活動を通じて実践するとともに、社外にも公表します。 

 

 

• RC 推進体制 

 

 

 

 

社長 ＲＣ部

 ＲＣ推進委員会

 委員長：社長

 ＲＣ委員会

 委員長：ＲＣ部長
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• RC 推進活動計画及び実績 

中期ＲＣ推進活動計画（2025～2027） 

 

 

大分類 小分類

★環境災害事故の未然防止
　・環境災害　ゼロ
　・環境事故　ゼロ

＜環境リスクへの対応＞
１．手順書・チェックリストの見直し改善と周知教育の実施（継続）
２．HH活動とKY活動の推進（継続）
３．設備保全や老朽化対策の実施（継続）
４．充填設備の漏洩防止対策の実施（継続）
５．輸送会社に荷姿品の危険性情報の伝達（継続）
６．漏洩処置対応訓練の実施（継続）

★省エネ･省資源の推進（燃料消費量の削減）
　・燃料消費量原単位(L/千ﾄﾝｷﾛ)
　　　目標:対'2019～2023年度の平均を基準値とし(35.0)、
　　　年1%削減 (努力義務)
　　　　       目標値　　　       対基準値比(35.0=100)
           2025年度＝34.7           (99)
           2026年度＝34.3           (98)
           2027年度＝34.0           (97)

＜環境リスクへの対応＞
１．CO2排出量削減
　①モーダルシフト化（船舶化・鉄道化）
　②輸送効率化（輸送貨物大型化・輸送距離短縮化）
　③燃料消費量削減（エコドライブ推進・車輌更新）
２．法令対応
　①低公害車両化の計画的推進
　②廃棄物削減活動の推進
３．教育（環境）
　①環境関連規制に関わる必要な法順守と周知・教育
　②HH活動とKY活動の推進（環境）
４．環境マネジメントシステムの自主活動による継続的改善
　①部門レビューの継続と部門RC活動の活性化・適正化

労働安全衛生

★労働災害の未然防止
　・重篤災害  ゼロ
　・休業災害　ゼロ
　・不休災害  ゼロ

＜労災リスクへの対応＞
１．労働災害防止
　①構内作業（積込み業務、生産付帯業務）の標準化による労災防止
　②充填設備の老朽化更新・漏洩防止設備の設置
　③日本触媒との業際業務の棚卸し・改善実施
　④荷卸し改善の継続的な推進(保安協定書締結)
２．法令対応（労働安全衛生）
　①労働衛生環境の改善 （ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・作業環境見直し）
３．教育（労働安全衛生）
　①労働安全関連規制に関わる必要な法順守と周知・教育
　②リスクアセスメント・HH活動・KY活動等の活用による労働災害の未然防止活動
　③危機管理体制の充実 （規定・契約の整備、防災訓練・緊急連絡体制の充実）
４．労働安全衛生マネジメントシステムの継続的改善
　①部門レビューの継続と部門RC活動の活性化・適正化

保安防災

★車両・設備災害の未然防止
　・車両設備災害　　　　ゼロ
　・車両設備事故　　　　ゼロ
　・車両設備軽微事故　 ４件/年以下
　・交通事故　　　　　　  ８件/年以下

＜車両/設備災害事故リスクへの対応＞
１.車両設備災害防止による輸送トラブル防止
　①車両設備保全トラブル未然防止に向けた車両設備保全の継続的改善と適正運用
　　（車両設備の老朽化更新、タンク更新計画の策定実行）
　②安全性・効率性の観点から全体最適となる輸送運営体制の確立
　　（バルク輸送の最適化（ローリー着脱化・ISO化の実施）
２．法令対応（車両設備）
　①衝突被害軽減ﾌﾞﾚｰｷ搭載車の計画的導入
３．教育（車両・設備）
　①運送関連規制に関わる必要な法順守と周知・教育
　②HH活動とKY活動の推進（車両設備）
　③危機管理体制の充実（規定・契約の整備、防災訓練・緊急連絡体制の充実）
４．交通事故未然防止に向けた運輸安全マネジメント(大陸)の適正運用

化学品安全

★化学品輸送/取扱い上の問題の未然防止
　・化学品輸送/取扱い上の問題　ゼロ

＜化学品の取扱い/運送リスクへの対応＞
１．化学品輸送/取扱い災害防止
　①運送保安管理に必要な技術情報(SDS/ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ等)の適正管理
 　②輸送会社に荷姿品の危険性情報の伝達
２．法令対応
　①有害な化学品に対するリスクアセスメントの実施と周知
３．教育（化学品輸送）
　①化学品規制に関わる必要な法順守と周知・教育
　②技術情報(SDS/ｲｴﾛｰｶｰﾄﾞ等)を活用した、化学品の取扱いに関わる必要な教育

物流品質 品質

★クレーム苦情の未然防止
　・重大クレーム  ゼロ　　（重大クレーム；損金100万円以上）
　・納入時不適合　１９件/年以下
　・クレーム苦情　 ２１件/年以下
　・クレーム苦情(委託分除く)
　　　　クレーム　　ゼロ
　　　　苦情　　　　 ６件/年以下
　・重大品質クレーム是正措置率　１００％
　・回答ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ遵守率　１００％

＜物流品質リスクへの対応＞
１－１．物流品質トラブル削減
　①ホワイト物流宣言事項の実行状況の進捗管理
　②抽出済み重大リスクへの対応強化、低減策の優先順位に基づく実行
　③初期管理の継続的改善と適正運用
　④委託管理の継続的改善と適正運用
　⑤不適合の原因特定・是正内容の適正化、是正遅延への対策、適正な水平展開
　⑥納入先での乗務員の安全確保（荷卸し作業改善/保安協定の締結促進）
１－２．物流品質向上（ｺｽﾄ削減/ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ向上）
　①新規物流ｽｷｰﾑ
　②業務改善
２．法令対応
　①法順守評価の適正運用
　②法令監査の実施及び監査是正処置に対する進捗管理
３．教育（物流品質）
　①業務に関わる必要な法順守と周知・教育
　②HH活動とKY活動の推進（物流品質）
　③RC関連教育の体系化・整備及びRC教育・啓発の推進（物流品質）
４．品質マネジメントシステムの維持・向上
　①部門レビューの継続と部門RC活動の活性化・適正化
　　（ISO認証は返上したが、品質マネジメントシステムは維持する）

★ステークホルダーへの適正な情報公開
1. 各種協議会等への参画
　①石化協物流委員会＆省エネWGへの参画
　②フィジカルインターネット実現会議化学品ﾜｰｷﾝｸﾞ等への参画
　③物流の2024年問題への取り組み、ホワイト物流への取り組み
　④共栄会社との荷卸し改善等
2. コーポレートサイトを利用した情報公開
　①HP更新に合わせ年度ＲＣ報告書を発行
　②省エネ関連情報をNS-RC経由で経産省へ報告

重点項目
RC活動項目

物流安全

物流環境 環境保全

中期RC推進活動計画（2025～2027）

社会とのコミュニケーション
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２０２５年度ＲＣ推進活動目標と実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 法令順守への取り組み 

環境関連法令、化学物質関連法令、道路交通関連法令及び輸出入関連法令などを、記録・証拠に基

づいた評価(チェック)を継続的に見直し、充実させながら運用しております。日触物流グループ内

法令監査を実施し、更なる法令順守体制の強化を図っております。 

 

4.3 マネジメントシステムへの取り組み 

導入しているマネジメントシステムの状況 

＜環境＞ 

環境マネジメントシステム； ISO-１４００１を認証取得しておりましたが、取り組みが社内に浸透
していることなどから２０２０年３月に認証を返上し、現在は ISO-１４００１に準拠した独自マ
ネジメントシステムを構築し取り組んでいます。 
地球温暖化対策・環境負荷低減対策への取り組みとして、モーダルシフト、輸送の効率化やト
ラック・タンクローリーなどの燃費改善・エコドライブを推進し地球環境に優しい物流に努め
ています。 

グリーン経営； 環境負荷の少ないトラック事業者として、大光陸運㈱姫路営業所が２００４年に、
川崎営業所も２０１１年に認証取得し取り組んでいます。 

＜労働安全衛生・輸送安全＞ 
労働安全衛生マネジメントシステム； 労働災害の未然防止を目的として、ISO-４５００１に準拠

した独自マネジメントシステムを構築し取り組んでいます。 
運輸安全マネジメント； 日触物流グループの陸送部門である大光陸運㈱は、国交省が進める輸

送の安全性の向上に基づいて、準大規模自動車運送事業者への適用基準に合致した仕組み
を整備運用しています。 

安全性優良事業所； 貨物自動車運送事業者である大光陸運㈱（姫路営業所/川崎営業所）が、安
全性の高い事業者を目指して、交通安全対策などに取り組んでいます。（２００５年度に認定） 

＜品質＞ 
品質マネジメントシステム； ISO-９００１を認証取得しておりましたが、取り組みが社内に浸透

していることなどから２０２２年５月末で認証を返上し、ISO-９００１に準拠した独自マネジメ
ントシステムに基づき、物流品質の維持・向上を図ることを目的にクレーム苦情の未然防止や
車両・設備災害の未然防止などの活動に取り組んでいます。 
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＜マネジメントシステムの統合＞ 
２０１２年度から、品質、環境、労働安全衛生に関わる方針及び品質・環境マネジメントシステムを
統合し、RC 基本方針として運用しています。 
また、品質、環境及び労働安全衛生マネジメントシステムを統合して運営するため、ISO に準拠
した RC マニュアルを制定し運用しています。 

 
マネジメントレビュー、部門レビュー及び内部監査 

• マネジメントレビュー 

マネジメントレビューは、定期的（２回/年）にRC推進委員会と兼ねて開催し、環境・品質・労働安

全衛生マネジメントシステムに応じた内容及び RC 活動状況の実績・計画などをインプット情報

として報告し、アウトプットとして社長の指示・コメントを受けることで、その内容を従業員に周

知し、継続的改善を進めています。 

• 部門レビュー 

上記のグループ全体（全社）の RC 活動における PDCA に加えて、各部門の責任者が自部門の

RC 活動の計画立案、進捗把握、課題抽出・分析などの PDCA を進めるために“部門レビュー”

を各部門の責任者の認識や活動把握への一定の効果を図るため継続して行っております。 

• 内部監査 

環境・品質・労働安全衛生マネジメントシステムなどの要求事項に基づいた内部監査を毎年実施

し、観察点に対して是正対応を行うことで継続的改善に結びつけています。 

ISO-９００１認証返上に伴う内部監査力の低下を防止する目的で、内部監査員スキルアップ研

修を受講した社員が監査員等を担う運用に変更し、内部監査力の維持・向上を図っています。ま

た、法令改正や事業活動の変化に対応した法令監査も実施しています。 
 

4.4 RC 査察 

当社グループでは、RC 査察を定期的（1 回/年）に各事業所･本社部門に対して実施しています。 

RC 査察は、事業所・本社部門の RC 活動全般及び重点テーマの活動状況について、社長を委員長

とするRC査察委員が確認する査察で、被査察部門のレベルアップと経営層との意思疎通を図るこ

とを目的に開催しております。２０２０～２０２１年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受け

中止としましたが、２０２２～２０２３年度は「輸送途上事故に対するリスク管理体制」の確認をテー

マに実施し、「構内作業の安全管理体制・取り組み」の確認を２０２４年度 姫路地区・管理本部・大光

陸運㈱姫路営業所、２０２５年度 川崎地区・物流本部・大光陸運㈱川崎営業所について実施してい

ます。 

物流環境 環境保全 ｢環境負荷低減｣(2006) 

物流安全 

労働安全衛生 「安全管理」(2004)  ｢安全文化向上への取組みについて｣(2007) 

「輸送途上災害に対するリスク管理、及び危機管理体制｣の確認(2008) 

「労働安全衛生/運輸安全管理の体制・取組み」の確認(2010) 

「設備機器保全の体制・取組み」の確認(2012) 

「構内作業の安全管理体制・取組み｣の確認(2013、2015、2018、2024、２０２５) 

｢作業監督者制度を含む作業安全管理の体制・取組み｣の確認（2014） 

｢輸送途上災害に対するリスク管理体制」の確認(2016、2019、2022、2023) 

保安防災 

化学品安全 

物流品質 品質 

｢品質に関わる部門間の移管・引継ぎ業務の実施状況｣(2005) 

「初期管理、及び委託管理の体制・取組み」の確認(2009) 

「人材育成と技術伝承の体制・取組み」の確認(2011) 

「初期管理の体制取組み」の確認（2017） 
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4.5 外部コミュニケーション 
＜主要荷主（㈱日本触媒）との連携＞ 
• 物流に関わるトラブルを共有しております。（不適合報告（週報）、定例会（3 回/年）） 

• 改正省エネ法で経済産業省に提出する｢輸送に関わる実績・削減計画｣について算出などを行い、

㈱日本触媒に提出しています。 

• 物流部門として、㈱日本触媒の品質部会に参画（2 回/年）し、継続的改善に努めています。 

• ㈱日本触媒グループの「サステナビリティレポート」作成において、関わる情報を提供しています。 

• 改正物流効率化法にて中長期計画や定期報告が義務付けられる特定事業者の対応として、㈱

Hacobu 社のトラック予約受付システム（MOVO Berth）を導入し運用を行い、荷待ち・荷役時

間の状況確認や削減、業務効率化を行っています。 

• その他、㈱日本触媒各製造所、官公庁への定期的な報告などを行っています。 

＜その他の取り組み＞ 
• 石油化学工業協会の物流委員会や化学品ＷＧに参画し、法改正への対応や安定・効率輸送等、 

持続可能な物流の実現に向けた活動を定期的に行っています。 
 

5. 環境活動報告 

 

5.1 環境目的・目標の成果 

 2025 年度 目標 2025 年度 実績 

環境保全 ★省エネ･省資源の推進（燃料消費量の削減） 
 ・燃料消費量原単位： 34.7 L/千ﾄﾝｷﾛ 以下 
    対 2019～2023 年度の平均を基準値として（３５．０) 

   年１％削減する：対基準（９９％） 

★環境災害・事故の未然防止 
 ・環境災害 ゼロ 
 ・環境事故 ゼロ 

★省エネ･省資源の推進（燃料消費量の削減） 
 ・燃料消費量原単位：35.７ L/千ﾄﾝｷﾛ 
    (対基準：102％) 

 

★環境災害・事故の未然防止 
 ・環境災害 0 件 
 ・環境事故 0 件 

 

• 燃料消費原単位  
202５年度実績値(35.７L/千ﾄﾝｷﾛ)は、トラック輸送距離の低下に伴う燃費の悪化により、202４
年度実績値と、ほぼ同水準となりました。また、中期ＲＣ推進計画目標(２０１９～２０２３年度平均（３
５．０）を基準値とした年１％削減)に対しても達成することが出来ておりません。 
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• モーダルシフト化  

鉄道・船舶の利用推進により、モーダルシフト化率（全輸送モードの内、鉄道･船舶輸送の割合）の向
上を図っておりますが、２０２５年度実績では船舶輸送数量の増加により微増しております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊当社主力製品の鉄道タンクコンテナと荷役
充填設備 

＊ 酸化エチレンコンテナ積込風景（名古屋南貨物駅）；
物流における CO2 排出量原単位の削減、及び大気汚染
防止として排ガス対策に取り組んでいます。 
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• 環境災害事故・トラブル  
２０２５年度は環境災害及び事故は発生しておらず、軽微なトラブルは減少しました。 
 

 

 

5.2 地球温暖化防止への取り組み 
＜環境に配慮した輸送＞ 
• モーダルシフトの推進/エコドライブの推進/輸送効率化/エコタイヤ導入 
物流における地球温暖化対策として、CO2 排出量原単位の低減、および大気汚染防止として排ガ
ス対策に取り組んでいます。 
経済状況の変化が輸送量や CO2排出量に与える影響はありますが、CO2排出量原単位低減策と
して、荷主・納入先との協力の下、トラック輸送から大量輸送手段の JR 貨物や船舶へ変更するモ
ーダルシフトを推進しています。具体的には、製造拠点からストックポイントへ船舶等で大量に輸
送し、そこからの個別ユーザーへの配送をすることにより輸送の効率化を図っています。 
なお、共栄会社を含むトラック輸送では、運輸事業者として安全管理（運輸安全マネジメント）に積
極的に取り組むとともに、デジタルタコメーター（GPS、ドライブレコーダー(高度運行情報システ
ム｢みまもりくん｣)）を導入し、エコタイヤ装着・アイドリングストップ等の省エネ・安全運転に努めて
います。 
また、輸送途上の漏洩未然防止への取り組みとして、ローリー等の自主点検を計画的に行ってい
ます。小口貨物については、環境変化に対応できるよう安全・安定輸送のため、同業他社との共同
輸送も実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊環境トラブルとは、環境に関わる規格要求事項などを満たしていない不具合をいい、クレーム･苦情･不適

合を含む。(例えば、容器破袋等による少量の漏洩や臭気漏洩など) 
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• 低公害車導入/NOx･PM 法、条例への対応 
排ガス規制に関する各自治体条例へも対応しています。例えば、大気汚染防止策として、川崎市エ
コ運搬制度*1(2010/4/1 施行)に対応して、以下を進めています。 

①エコドライブ及びエコドライブを行う旨の表示(エコドライブステッカー) 
②NOx･PM 法の車種規制不適合車の不使用 
③低公害･低燃費車の積極的な使用 

 
*1：「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」「環境に配慮した運搬制度」 適合車と使用ステッカー 

5.3 資源循環の促進 

パレットの有効利用、リサイクルSUSドラムの活用や一部フレコンバックを再利用し、廃棄物量削減
を図っています。 
 

6．安全活動報告 

 

6.1 物流安全目的・目標と成果 

 2025 年度 目標 2025 年度 実績 

労働安全衛生 ★労働災害の未然防止 

 ・重篤災害  ゼロ 

 ・休業災害  ゼロ 

 ・不休災害  ゼロ 

★労働災害の未然防止 

 ・重篤災害    0 件 

 ・休業災害    0 件 

 ・不休災害    １件 

保安防災 ★車両・設備災害の未然防止 

 ・車両設備災害 ゼロ 

 ・車両設備事故 ゼロ 

 ・車両設備軽微事故  ４件以下 

 ・交通事故 8 件以下 

★車両・設備災害の未然防止 

 ・車両設備災害 0 件 

 ・車両設備事故 0 件 

 ・車両設備軽微事故  ７件 

 ・交通事故 1３件 

化学品安全 ★化学品輸送/取扱い上の問題の未然防止 

 ・化学品輸送/取扱い上の問題 ゼロ 

★化学品輸送/取扱い上の問題の未然防止 

 ・化学品輸送/取扱い上の問題  0 件 

 ※交通事故とは、発生場所に関係なく、トラック乗務員の過失による人身事故又は物損事故をいう。 
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２０２５年度労働安全衛生、保安防災、化学品安全活動の実績  
■ 労働災害の休業災害は発生しておりませんが、不休災害が１件発生し目標は未達でした。 
■ 車両設備災害事故の発生はなく、軽微事故は設備側の軽微な損傷のみとなります。 
■ 交通事故は、人身事故の発生は無く、自損又は接触事故など軽微な損傷のみとなります。 
■ 化学品輸送/取扱い上の問題の発生はなく、目標を達成しています。 
 
労働災害リスクへの対応 
労働安全関連規制に関わる必要な法順守と周知・教育を計画的に実施し、その進捗状況を安全衛
生協議会などで確認しています。 

 構内作業（積込業務、生産付帯業務）の標準化による労働災害未然防止を実施しています。 
 交通事故未然防止に向けた運輸安全マネジメントの適正運用を実施しています。 
 
車両/設備災害事故リスクへの対応 
新規案件の定常運用移行後におけるリスクの発現を未然に防ぐために、計画段階から定常運用ま
での各部門の責任と役割を定め、「安全性・信頼性の確保」と「顧客・荷主要求事項との適合」した
業務設計を適正かつ効率的に行っております。 
また、輸送途上事故が発生したことを想定した緊急連絡体制の充実や防災訓練の実施等、荷主と
の統一された危機管理体制の整備を図っています。 

 
化学品の取扱い/運送リスクへの対応 
運送保安管理に必要な技術情報（SDS/イエローカード等）の適正管理及びそれらを活用した化学
品の取扱いに関わる教育を定期的に実施しています。 
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6.2 物流安全への取組み 

＜労働安全衛生＞ 

• 労働安全衛生マネジメントシステム；労働災害の未然防止を目的に内部監査などを実施しました。 
• ２００９年４月からリスクアセスメントを導入し、構内作業などに伴うリスク評価を継続しています。 
• 危険予知(KY)活動、ヒヤリ・ハット(HH)活動、所内パトロールの継続的な実施などで労働災害の
未然防止を図っています。 

• 非定常作業・危険作業時のリスクの把握と適切な安全対策の実施、熱中症予防対策の実施 
• ２０２５年度姫路地区安全衛生大会において、姫路労働基準協会より日触物流㈱姫路が衛生努力
賞、㈱日触物流サービス姫路が無災害賞の表彰を受けました。これは労働災害が発生していなく、
安全衛生活動が活発に実施されていることが評価されたものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜保安防災（輸送安全）＞ 
• 輸送途上災害事故に対する危機管理体制の整備を進め、輸送途上災害対応マニュアルに基づき、

荷主と協力した危機管理体制見直しに引き続き取り組んでいます。 
• 納入先での荷卸し作業について、納入時の乗務員の安全や品質を確保する為、当該作業の見直

し、または、作業の責任・役割分担を明確化し、荷主営業部が納入先と保安協定書を締結するこ
とを要請・促進しています。 

• 国交省による運輸安全マネジメント制度に基づき大光陸運㈱は輸送の安全に関する基本方針
を定め活動に取り組み、交通事故の未然防止を図っています。 

• 大光陸運㈱は、国交省が進める安全性優良事業所(G マーク制度：全日本トラック協会)に認定
されています。 

• 日触物流㈱追浜営業所は、危険物の安全 
管理、災害防止に対して神奈川県危険物安全 
協会連合会から２０２５年度危険物安全週間 
後の表彰式で、優良危険物事業所の表彰を 
受けました。 

• 大光陸運㈱は、高圧ガス保安に関して達成に 
向けた努力が認められ、２０２５年度第２０回 
神奈川県高圧ガス火薬類保安大会において 
神奈川県高圧ガス防災協議会より保安功労 
事業所の表彰を受けました。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

アルコールチェッカーの活用 

 

輸送途上事故処理訓練（荷主：㈱日本触媒との合同） 
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• 運輸事業者として安全管理（運輸安全マネジメント）に取り組むとともに、デジタコ、GPS、ドラ
イブレコーダーの組み合わせ(*1 高度運行情報システム｢みまもりくん｣)、エコドライブ・安全運
行・事故発生時に対応しています。 

• 「*2 衝突被害軽減ブレーキ」装置を導入し段階的な義務化への対応と、ＡＳＶ（先進安全自動車）
の技術を利用した各システムを搭載した車両も導入し、ドライバーの安全運転を支援し、事故
発生防止や、負担軽減を図っています。 

• 荷待ち時間等の記録義務付け（2017/7/1 施行）、点呼時に睡眠不足の確認追加

（2018/6/1 施行）、荷役作業・付帯業務の記録義務付け（2019/6/15 施行）、荷主の配慮義

務の新設、荷主への勧告制度の拡充（2019/7/1 施行）、異常気象輸送目安（2020/1/1 施

行）を受けて輸送管理規程を改定し対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜化学品安全＞ 
• 輸送途上災害などに備えて、荷主から製品安全データシート(SDS)・イエローカード(緊急連

絡カード：日化協)などの技術情報の提供を確実に受け、共栄会社へ配布しています。また、取
扱い作業者へ SDS などを活用した教育も継続して実施しています。 

 

7. 品質活動報告 

 

7.1 品質目標と成果 

 2025 年度 目標 2025 年度 実績 

品質 ★クレーム苦情の未然防止 
 ・重大クレーム  ゼロ  
  （重大クレーム；損金 100 万円以上）  
 ・納入時不適合 19 件以下 
 ・クレーム・苦情 21 件以下 
 ・委託分除く クレーム ゼロ、苦情 6 件以下 
 ・重大品質クレーム是正措置率 100％ 
 ・回答リードタイム遵守率 100％ 

★クレーム苦情の未然防止 
 ・重大クレーム  0 件 
 
 ・納入時不適合 2２件 
 ・クレーム苦情 1５件 
 ・委託分除く クレーム 0 件、苦情 2 件 
 ・重大品質クレーム是正措置率 －  
 ・回答リードタイム遵守率 100% 

２０２５年度の品質活動の実績  
■ 重大クレームは発生しておりませんが、納入時不適合が 2２件で目標は未達でした。 
■ 標準化不足による不適合や車両保全が出来ていないことによる不適合は減少しているが、確認・

連絡不足が原因のヒューマンエラーによる不適合が多く発生していることから作業時の確認強化
（真のＷチェック、指差呼称）を図っています。 

 
7.2 物流品質向上への取り組み 

 ＜初期管理＞ 
荷主からの新規輸送依頼に対し、初期管理の運用を通じた組織的な進捗管理やリスク管理を行うこ
とで、会社組織としてリスクを予測・削減・回避させ、定常輸送になってからのトラブル防止を図って

 

 

 
*1高度運行情報システム「みまもりくん」 

（ECO 安全運転レポート） 

*2衝突被害軽減ブレーキ 
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います。また､納入先での荷卸し作業に関連するトラブルを防止するため､限度を超えた荷卸し作業
の改善や保安協定（納入先と責任・作業分担を明確にする）締結を促進しています。 

＜委託管理＞ 
ノンアセットの物流管理会社として、実輸送をお願いしている共栄会社、保管をお願いしているストッ
クポイント、構内作業をお願いしている協力会社などに対し、訪問監査や委託先再評価などを進め、
これらを通じた委託先への指導・支援も行うことで、優良な委託先の活用や協業を進め、安全や物流
品質の確保を図っています。 

＜設備管理＞  

日触物流グループが所有または運用管理する設備等の管理の基本を定め、適切に実施することで、

輸送・荷役業務の安全性・品質の維持、作業効率の向上を図ることを目的に設備管理を実施していま

す。 

＜リスク管理＞ 
日触物流グループが直面する、あるいは将来発生する可能性のある全社的なレベルのリスクを識別
し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じることを目的にリスク管理を実施してい
ます。また、実作業を行うところでは、作業ごと、化学品ごとにリスク評価を行い、災害やトラブルの
防止を図っています。 

 
8．働きやすい職場、豊かな地域社会の創造 

 
8.1 ダイバーシティー 
• 社員の健康管理や衛生管理に取り組んでいます。 
• 高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度により嘱託員の活用を図っています。 
• 福利厚生としてカフェテリアプランを導入しており、選択可能な福利厚生を図っています。 
• グローバルな業務展開を視野に入れ、外国の方の採用にも門戸を開いております。 
• 育児休暇・介護休暇制度、半日・時間単位休暇制度、フレックスタイム制度などを導入し、ワーク

ライフバランスへの支援や働きやすい環境作りに努めています。 
 

8.2 ユースエール認定 
若者の採用・育成を積極的に行い、雇用管理の徹底など若者雇用促進法に基づく認定制度に、２０
２５年９月、㈱日触物流サービス姫路が基準に適合し、「ユースエール認定企業」として厚生労働大
臣から認定を受けました。 

 
8.3 地域社会への貢献 
可能な範囲で地域社会への貢献を図っています。 

事例：・事業所周辺美化活動（姫路、川崎） 
・資源リサイクルなどによる寄付活動 
(ペットボトルキャップや使用済み切手の回収) 

 

「RC 報告書 202６」の編集方針 
本報告書の編集にあたっては、様々なステークホルダーの皆様に、ご理解いただけるように分かり易
さ・読み易さを心がけています。 
当社グループのレスポンシブル・ケア活動を中心に一部 CSR への取り組みを紹介しています。 

 
報告対象 
対象組織： 日触物流㈱ 本社、東京事務所、姫路、川崎、追浜営業所、吹田営業所 

グループ会社 ㈱日触物流サービス姫路、㈱日触物流サービス川崎、大光陸運㈱ 
対象期間： 2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日 

問い合わせ先 
日触物流株式会社 輸送安全本部 ＲＣ部 
〒671-1241 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 992-1（株式会社日本触媒 姫路製造所内） 
Tel:079-273-7788    Fax:079-273-0009 
URL:http://www.ns-b.jp/ 


